
会 議 録

会議の名称 第１回 東由利地域協議会

開 催 日 時 平成１７年７月２５日（月） 午後１時３０分

開 催 場 所 東由利総合支所 ２階 第３・４・５会議室

出席者氏名 「出席者名簿」のとおり

欠席者氏名 阿部清太郎 阿部陽悦 梅津榮一 今野登和子 金子拓雄

会議次第

１．開 会

２．委任状の交付

３．区 長 挨 拶

４．案件及び説明

１）地域協議会会長・副会長の互選について

２）委員の自己紹介

３）地域協議会について

４）まちづくり計画について

５）平成１７年度重点施策について

５．その他

６．閉 会

会議の経過 別紙のとおり



◆出席者名簿

（地域協議会委員 ２５名）

役職名 氏 名 備 考

会 長 遠 藤 忠 平

副 会 長 長谷山 光

委 員 村 上 主 江

小 番 正 裕

阿 部 竹 雄

阿 部 一 郎

畠 山 与 一

小 松 勝 男

小 松 佳 和

大 庭 時 晴

大 沼 武 彦

谷 口 幸 子

梅 津 嘉一郎

阿 部 タツ子

畠 山 勉

大日向 操 子

畠 山 鋼

小 松 信 子

大日向 幸 子

小 島 静 子

石 渡 力 造

高 橋 慶 助

小 松 耕之助

長谷山 博 昭

小 松 義 嗣

区 長 佐 藤 知 泰

総合支所長 畠 山 基 保

振 興 課 長 小 松 慶 悦

市 民 課 長 佐 藤 順 一

福祉保健課長 佐々木 喜 隆

産 業 課 長 柴 田 和 尋 （事務局）

建 設 課 長 小 松 建 高 橋 裕 子

東光苑施設長 大 庭 敏 昭 小 松 雄 一

教育事務所長 高 橋 悦 子 佐々木 晃 子



会議の経過

第１回 東由利地域協議会

と き 平成１７年７月２５日（月）

１３時３０分～１６時００分

ところ 東由利総合支所 ２階 会議室

１．開 会

２．委嘱状の交付

３．挨拶（区長）

４．案件及び説明

１）地域協議会会長・副会長の互選について

小松振興課長 会長・副会長が決まるまで、区長に暫時進行を願いたい。

佐藤区長 はい、暫時進行役を務める。

さっそくですが、会長・副会長はどのように決めたら良いでしょう

か。

Ａ委員 推薦が良いのではないか。

佐藤区長 推薦という声がありますが、皆さんいかがでしょうか。

委員 異議がない旨の声。

佐藤区長 それでは、どなたか推薦をお願いします。

Ａ委員 これまで合併に至る経緯をふまえて、会長に遠藤忠平氏、副会長に

長谷山光氏を推薦する。

佐藤区長 会長に遠藤忠平氏、副会長に長谷山光氏が推薦されましたが皆さん

いかがでしょうか。

委員 異議がない旨の声。

佐藤区長 では、会長が遠藤忠平氏、副会長が長谷山光氏ということでよろし

くお願いします。



会長（議長） 就任挨拶

副会長 就任挨拶

２）委員の自己紹介 資料１

議長 席順にお願いします。

委員 （順次自己紹介を行う）

３）地域協議会について 資料２

小松振興課長 詳細を説明

Ｂ委員 専門部会の設置に対する考えは。

小松振興課長 条例では専門部会を「置くことができる」となっている。特別な協

議事項などについては設置もありうるが、現時点では考えていない。

Ｃ委員 条例中の「出席委員」とは本人出席か。

小松振興課長 本人出席である。委任状ではない。

Ｃ委員 地域協議会からの意見には文書等の回答があるのか。

小松振興課長 文書での回答になる。

４）まちづくり計画について 資料３

小松振興課長 詳細を説明

Ｄ委員 畜産の振興で、キャトルステーションとはどのようなものか。

小松振興課長 子牛を一時的に預ける施設である。

Ｅ委員 冬期間の除雪の水準は維持されるのか。

小松振興課長 合併協定に基づき旧町の体制がそのまま引き継がれている。出動命

令体制も同様である。

Ｆ委員 携帯電話の鉄塔が法内地区にも予定されていると聞いたが、設置の

見込みは。

小松振興課長 法内と石高地区に予定されている。現在携帯電話の規格変更などに

よる計画の見直しがドコモさんで図られていることや、それによる優

先順位の見直しなどが行われている状況にある。

Ｇ委員 豊かな文化や生涯学習を地域住民に浸透させる意味でも各集落に委

員を設置することはどうか。



高橋 分館単位や生涯学習奨励員などにも担っていただいているところで

教育事務所長 ある。地域の方と協力し合いながら浸透を図っていきたい。

Ｈ委員 八塩いこいの森のパークゴルフ場は東北大会を控えていることもあ

って、親子連れなどで大変にぎわっている。ファミリーコースについ

て考えはないか。

小松振興課長 より良い活用方法は検討されているが、ファミリーコースについて

は具現化されていない。

Ｉ委員 町づくり計画に係わる全ての変更をこの協議会にかけなければなら

ないのか。

小松振興課長 市長は地域振興に係る計画の策定や変更の際、協議会の意見を聴か

なければならないことになっている。ただし、簡易なものは除かれる。

Ｊ委員 経営体育成基盤整備事業（３００ ha)について、以前、基盤整備で
整備された用排水路なども対象になるのか。

小松振興課長 計画段階である。場所を含めて具体的に対象・対象外が決まってい

るわけではない。

Ｊ委員 用排水路の整備は必要不可欠であり、その推進を図られたい。

Ｂ委員 具体的な事業を遂行するための専門部会を設置する考えは。

小松振興課長 個別事業を遂行するための設置は現時点では考えていない。特別な

協議事項などについては設置もありうる。

Ｉ委員 次年度の予算要求時や予算要求結果について、その要点等は協議会

にかかるのか。

小松振興課長 予算要求前、後のお知らせを含めて年４回以上予定されている。

Ｋ委員 観光案内看板とはどのようなものか。

柴田産業課長 市に出入りがある国道７号、１０５号、１０７号、１０８号の５カ

所に約３００万円の観光案内看板が設置される予定である。

Ｌ委員 東由利の名所を一つ整備したらどうか。

小松振興課長 １つの点だけではなく、点と点を一つに結んだかたちで整備してい

るところである。

Ｍ委員 歩道整備、蔵上里線はどこからどこまでか。

柴田産業課長 高瀬小学校前から大蔵館の裏までである。旧蔵農協へ抜ける通りも

通学路として使用していることから整備を予定している。

Ｍ委員 横渡の交差点で事故が多発している。交差点の改修など、なんらか

の対策が必要と思う。

畠山総合支所長 県と協議中である。



５）平成１７年度重点施策について 資料４

小松振興課長 詳細説明

Ｂ委員 自治会交付金の額が以前より下がったように聞いたが。

小松振興課長 電気料金の助成と納税奨励金が除かれている。また、行政協力員の

報酬が今後支払われることになっている。

Ｂ委員 自治会で負担していた街灯料金は市で負担することになったのか。

小松振興課長 市で負担することになったが、現在、その名義変更手続き中である。

自治会で支払った分については、その分を市が自治会に支払う。

Ｂ委員 消防団の費用弁償が下がったように聞いたが。

佐藤市民課長 ２，５００円になった。旧町はそれ以上支払いしていた。

畠山総合支所長 合併のすり合わせ段階において、部分的に下方修正されたものがあ

る。しかし、上方修正されたものもある。相対的な考えでよろしくお

願いしたい。

Ｄ委員 街灯の電球交換をした場合の費用はどうなるか。

小松振興課長 市の負担になるが、すでに交換したものについては、自治会負担と

いうことでご了承願いたい。

５．その他

議長 今後の予定についてお知らせ願いたい。

小松振興課長 まちづくり計画の変更が予定されているので、次回は１１月頃にな

るのではないかと思われるが、本庁からの予定によっては早まる可能

性もありうる。

議長 それでは、第１回の地域協議会を終了いたします。

ご苦労様でした。

６．閉 会 １６：００分閉会


